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行財政改革大綱

平成24年度の主な取り組み
（１）協働によるまちづくりの推進
◎公園里親制度による市民協働システムづくり…市民
協働で公園や花壇の管理などを行うため、市民参加
による公園里親制度を開始しました。
◎「防災の手引き」見直し作成事業…寝たきりの高齢者
なども対象として加えた「防災の手引き」を障害者団
体やつくば国際大学との協働により作成し、安心安
全な生活支援の強化を図りました。

（２）持続可能な財政運営の推進
◎市民相談事業の見直し…法律相談などの市民相談の
受付方法を時間指定から申し込み順に変更し、また、
相談業務の契約単価の見直しとあわせ、相談業務の
効率化と経費削減を図りました。
◎公共施設の電力調達におけるPPSなどの導入…電力
の自由化を受け市の公共施設へのPPSの導入や電力
共同購買事業の活用により電気量の削減に努めまし
た。

（３）効率的・効果的な行政運営
◎上下水道料金クレジットカード
納付システム整備事業…パソコ
ンまたは携帯電話からインター
ネットを通じて、24時間申込
手続が可能である上下水道料金クレジットカード納
付システムを整備し毎月の上下水道料金をクレジッ
トカードによる支払いができるようにしました。
◎補助金等見直し…市の補助金について基本的な考え
方を整理し、補助金の透明性公平性を確保するため
の見直しを行いました。（平成25年度予算において
8,518千円削減しました）

（４）機能的な組織・人材づくり
◎ひとり１改善運動の充実強化…市民サービスの向上
と事務の効率化を目指して、市の職員が事務事業な
どの改善に取り組むひとり１改善運動について、周
知徹底を図るなどして運動の充実強化に努めまし
た。

行財政改革の成果
◉平成24年度の行財政改革による経費削減効果額

　市では、「持続可能な行財政基盤の確立を目指して～改革にゴール
なし～」を基本理念とする第４次土浦市行財政改革大綱と実施計画に
基づき、３つの改革の視点、４つの基本方針のもと、全庁を挙げて行
財政改革に取り組んでいます。
　２年目となる平成24年度の取組状況は、前年度の推進項目の69件
に新たに８項目を加えた77件のうち、所期の目標・効果が達成され
たものは64件であり、達成率は83％となりました。
　これらの取り組みの結果、対前年度比で３億4,350万円の経費削減
などを達成することができました。

行政経営課（☎826-1111　内線2384）問

■３つの改革の視点
☆市民の視点
☆協働の視点
☆健全財政の視点

■４つの基本方針
☆協働によるまちづくりの推進
☆持続可能な財政運営の推進
☆効率的・効果的な行政運営
☆機能的な組織・人材づくり

歳出削減の取り組み
人件費の抑制
（給与手当などの削減） 99,700千円

債務の縮減
（公的資金繰上償還による公債費縮減） 144,200千円

電算委託料の見直し
（財務会計システムのweb化） 800千円

事業仕分け効果分 64,000千円

PPS導入効果 8,200千円

小　計 316,900千円

歳入確保の取り組み

自主財源の確保

市税滞納一掃アクションプランの
推進など 23,600千円

広告料収入（製作費業者負担分） 3,000千円

小　計 26,600千円

歳出削減の取り組み
＋歳入確保の取り組み 343,500千円

クレジットカード
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家電リサイクル法

家電リサイクル法をご存知ですか？
　皆さんの身近にあるテレビやエアコンなどは、リ
サイクルすることが義務付けられています。廃棄す
るときは、必ず決められた方法で処理してください。
　 環境衛生課（☎826-1111　内線2300、2444）

対象となる家電とリサイクル料金

製　　品 区　分 金　額

テレビ
15型以下 1,785円
16型以上 2,835円

冷蔵庫・冷凍庫
170ℓ以下 3,780円
171ℓ以上 4,830円

洗濯機 2,520円

衣類乾燥機
（電気（ドラム式）、ガス） 2,520円

エアコン 2,625円

パソコン メーカー直接申し込み

※金額はメーカーにより異なる場合があります。

◉購入した販売店、または買
い換える販売店に引き取っ
てもらう。
◉市内の引取協力小売店に引き取ってもらう。
※店舗など、詳しくはお問い合わせください。
◉指定引取場所に直接持ち込む。
◆近隣の指定引取場所◆
　㈱やまたけ　土浦営業所
　（かすみがうら市加茂5303-6　☎828-0721）
　イバラキ流通サービス㈱
　（かすみがうら市宍倉5685-1　☎832-1800）
※パソコンは、資源利用促進法でメーカーによる
回収・リサイクルが義務付けられています。回収
はメーカーに直接お申し込みください。

　これらのものは、市の粗大ごみ戸別有料収集に
申し込むことや市清掃センター（土浦地区）または
環境クリーンセンター（新治地区）にごみとして持
ち込むことはできません。

処理方法

問




